
 

『Ｒ７年度税制改正大綱（１３） 電子帳簿保存制度の見直し』 
 

 納税環境整備については、電子帳簿保存制度の見直しが大きな柱となる。 

１）隠蔽又は仮装された事実に基づく期限後申告等に対する１０％の加重措置について、以下の要件

をすべて満たし、かつ事前に届出書を提出している場合にその適用から除外されることとなった。 

【システム要件】訂正・削除履歴の確認可能な特定電子計算機処理システム、又は訂正・削除ができな

いシステムを使用 

【記録要件】〇金額記録事項の訂正・削除を行った場合の履歴確認が可能 〇国税関係帳簿との相互

関連性の確認が可能 

【保存要件】〇重要書類の記録事項と帳簿記録事項との関連性確認が可能 〇特

定電子計算機処理システムの使用による保存の確認が可能 

２）上記と関連し、６５万円の青色申告特別控除を受けるための要件に「特定電子

計算機処理システムを使用し、特定の要件を満たして電子取引データの送受信・

保存を行っている」が追加される。 

 その他には、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割等の納税通知書等に

ついて、それらを受けた者のうち希望する者には、通知した事項をｅＬＴＡＸを経由

して提供でき、その後も同種の通知書等はｅＬＴＡＸで提供できることとなった。 
 

『サイバーセキュリティ人材 中小での育成促進に向け方針』 
 

 経済産業省はこのほど、「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会最終取りまとめ」を公

表した。本取りまとめは、国内におけるサイバーセキュリティ人材の不足に対応し、特に中小企業等にお

ける人材育成と確保を強化するための施策を示している。現在、日本国内では約１１万人のサイバーセ

キュリティ人材が不足しているとされており、特に中小企業においては専門人材の確保が困難な状況

にある。本取りまとめでは、以下の三つの主要施策が提案されている。 

 〇セキュリティ・キャンプの拡充：ＡＩなどの特定領域と組み合わせた高度セキュリティ人材の育成を目

的とし、新たなセキュリティ・キャンプを実施する。〇登録セキスペの活用促

進：中小企業が必要とするセキュリティ対策に応じた人材を確保するため、個

別相談や支援が可能な登録セキスペのリストを整備し、人材マッチングを促

進する。〇中堅・中小企業等における人材確保策の提示：中堅・中小企業が

実施すべきセキュリティ対策に応じた人材確保・育成の実践的方策ガイドを

整理する。 

 これらの施策により、２０３０年までに登録セキスペの登録人数を現在の約

２．４万人から５万人に増加させることを目指している。 

 

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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